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事故の費用を補償します

PB責任保険ワイド

こんなときに保険金をお支払いします

動産総合保険プレジャ ー ボ ート円任保険ワイド
特約付帯 （東京海上日動火災保険（株）引受 ）

9 船骸撤去費用 ゜
プレジャーボートが沈没や座礁などの不測かつ突発的な事故により全損となったとき、
法令 などによって撤去勧告・命令を受け、船骸撤去費用（引受保険会社が正当と認め
る費用）を負担する場合に、1事故につき100万円を上限に保険金をお支払いします。

「全損」とは以下のことをいいます。
①プレジャ ーポー トが原型をとどめない状

態になったとき
②ブレジャー ポー トが原型に復旧が不可能

なまでに船体の主要部分に損害を受け た
とき

③ブレジャ ーポー トの救助が技術的に不可
能になったとき

④プレジャ ーボー トが沈没し引楊が容易に
できなくなったとき

⑤修理四用及び修理工場等への運搬費用の
合計額がプレジャーポートの時価額を超えるとき

9 水面清掃費用

プレジャー ポートが衝突や座礁などの不測かつ突発的
な事故により、船体に損偽を受け燃料などが流出して
しまったとき、水面清掃贄用（引受保険会社が正当と認
め る費用）を負担する場合に 、1事故につき20万円を
上限に保険金をお支払いします。

9 捜索救助費用 ゜
プレジャーボ ートの乗船者（操縦者を含みます。）の選難により、遇難し
た乗船者を捜索、救助、移送する活動に対して、捜索者から の請求に基
づいて乗船者 が支出した捜索、救助、移送四用、またはプレジャー ボー

卜に不測かつ突発的な損害 が生じた場合に曳航、救助のために要した
四用のうちPB�任保険で支払われる人命及び船体の捜索救助四
用以外の 四用（引受保険会社が正当と認め る四用）について保険金
をお支払いします。
ただし、PB'.ei任保険ワイドの捜索救助費用の対象とな る額(PBf:i:任
保険の人命及び船体の捜索救助四用等で支払われるべき費用の額を
含みます。） が 1万円以上のとき、引受保険会社が正当と認めた費用ま
たは200万円のいすれか低い額から 、PB頁任保険の人命及び船体の
捜索救助四用等の同種の損害、四用を補侶する他 の保険契約等から支
払われる保険金 の額を控除した残額を保険金としてお支払いします。

※PBff任保険では、船舶以外による救助四用はお支払いできません。

△ 
港内におけるプロペラてん絡物除去のためのダイパー等の費用や、修繕

！ のための曳航伐用など、救助に該当しない焚用は保険金をお支払いできま
せんのでこ注意ください。

9 賠償責任

゜

喝
プレジャーボートの所有・使用・管理に起因し他人の生 命・身体を害し、
または他人の財物を損壊したことで法律上負担しなければなら な い
以下の賠侶百任について、1事故につき損害賠侶金 等（争訟費用を
除く）を合算して3,000万円を上限に保険金をお支払いします。

●陸上（自宅脇など）保管中におい て、 プレジャーポー トの所有•使用·管理に
起因し、 他人を死傷させ、 ま たは他人の財物を損壊し、 法律上の損害賠償匹
任を負担する場合。

●落水者など舷外の自船乗船者（自船からの落水者、 ダイパーや水上スキーヤ
ー など）をプレジャーボートの迎航により死儀させまたはその者の携行してい
た財物に損害を与え 、 法律上の損害賠償只任を負担する場合。

●プレジャーポートの衝突事故により、被衝突船舶乗船者の所持品を担壊し、 法
律上の捐客賠憫費任を負担する場合。（ただし、1甲故l人あたり40万円を
超え 、 100万円までの60万円をお支払いの限度とします ）

各費用における被保険者の範囲
船骸撤去費用、 水面清掃費用、 賠慣責任
・記名被保険者・記名被保険者の同居の親族でプレジャーボートを使用または管理中の者・記名被保険者の承諾を得てプレジャーボー トを使用または管理中の者。ただし、船舶の修理、保管、販売 、輸送、 回航など船舶を取り扱うこと

を薬としている者（これらの者の使用人およびこれらの者が法人である場合はその理事， 取締役または法人の業務を遂行する他の横関を含みます。）が業務として受託したプレジャーポートを使用または管理している問を除きます。
捜累救助費用
乗船者（揉縦者を含みます）

◎保険金のお支払い
●それぞれの担保項目ごとの保険金額を上限に、被保険者に保険金をお支払いします。
●被衝突船舶乗船者の所持品に対する賠償責任以外はお支払いする費用の額がそれぞれ1事

故1万円以上の場合に保険金をお支払いします。(1万円未満の場合は保険金をお支払いしま
せん。）

●遺難が明らかでない場合は、 被保険者が48時間以上消息不明で、警察署、海上保安庁その他の
公的機関、漁業協同組合、サルベージ会社または航空会社に捜索を依頼したことをもって遭難の
発生とみなします。

●対人・対物の賠償責任の保険金の種類とお支払い方法
次のような損害賠1賞金や諸費用をお支払します。
①法律上被害者に支払うべき損害賠1賞金（治療費、慰謝料等）
②損害の拡大防止・軽減に必要または有益な費用
③他人から損害賠償を受けられる場合に、その権利の保全または行使のために要した烈用
④損害の拡大防止または軽減のために必要または有益と認められる手段を講じた後に、賠1賞責

任がないと判明した場合において、支出した応急手当、護送、その他の緊急措醤に要した
費用および予め引受保険会社が同意した費用

⑤万一訴訟になった場合の弁護士報酬などの争訟費用（ま前に引受保険会社の同意が必要です。）

〔お支払い方法〕
•上記①～④の損害額の合計額は保険金額を限度にお支払いします。
・⑤の争訟費用については実額をお支払いします。ただし、す員害賠償金の額が保険金額を超え

る場合は、保険金額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。

◎保険金をお支払い出来ない 主な場合
●自船の搭乗者（操縦者を含む）に対する賠償責任
●被保険者の同居の親族に対する賠償責任
●船体の装備品、正貨、頁金属、宝石、1責券その他の流

通証券およびその他の類似の財物に与えた損壊によっ
て負担する賠償責任による損害

●捜索救助費用のうち、燃料・オイル切れ、パッテリ ーの
不調、燃料コックの開け忘れ、船底プラグの閉め忘れな
ど、軽微な機関故障 や不適切な操船または操機により
発生した費用

●飲酒等によって正常な操縦ができないおそれがある状
態での操縦により生じた損害

●自船使用について正当な権利を有する者の承諾を得
ない者によって操縦された場合に生じた損害

●担保地域（日本国の陸地から200km以内 の水域およ
び内陸（水域相互間が連続していない場合は、隣接す
る水域に共通する接線のうち最短のもので結んだ内側））
から外れているときに生じた事故による損害

●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
●テロ行為、その行為を抑制もしくは防止する目的または

テロ行為に対して報復する目的で 行われる行為による
損害 など
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レジャ ー艇のゲストの方ヘ

PB搭乗者傷害保険

ョyト・モ ー タ ー ボ ート総合保険
搭乗者傷害危険担保特約付帯
（束京海上日動火災保険（株）引受 ）

こんなときに保険金をお支払いします

こ加入のプレジャ ーボートに 搭乗中の方
（操縦者を含みます） が、 プ レジャ ー ボ

ートの 航行に起因する事故、プレジャ ー

ボート航行中の衝突、 火災、爆発または
プレジャ ー ボー トのその他不測かつ突
発的な事故に より死亡された り、後迎
障 害 または1揚害を被られた場合、 あ ら
かじめ定められた 金額を保険金として
お支払いします。

9 死亡保険金
左記の事故による但害がもとで事故の日からその日を含
めて180日以内に亡くなられたとき、1名につき保険金額
の全額を被災搭乗者の法定相続人にお支払いします。

9 後遺障害保険金
左記の事故による位害がもとで事故の日からその日を含
めて180日以内に後遇障害が 生じたとき、1名につきその
後遥障害の程度によりあらかじめ定められた額 （保険金額
の4%~100%)を、被災搭乗者にお支払いします。

9 医療保険金
左記の事故により 、傷害を被り医師の治療を受けたと
き、事故の日からその日を含めて180日以内で 、医師に
よる治療日因日につき、1名あた りあらかじめ定められ
た日額を、 被災搭乗者にお支払いします。
（医学的他党所見のない場合はお支払いの対象外となります。）

●既に支払った後遺阻害保険金また は医療保険金
がある ときは、保険金額から既に支払った金額を
差し引いた残額をお支払いします。

●同 ーの事故で医療保険金も支払うべき場合に
は、医療保険金と後遺障害保険金の双方につい
てお支払いします。ただし、 1回の事故につき、
合算して1名当 たり保険金額を限度とします。

●医療保険金の支払を受けられる期閾中、更
に医療保険金の支払を受ける別の儀害を被った
としても重複してお支払いしません。

◎保険金をお支払い出来ない主な場合
●被保険者の故意または瓜過失によって、 その本人について生じた傷害
●船から離れている時に生じた傷害
●飲酒し 操縦している場合、 また は麻薬等の影響により正常な

操縦ができないおそれがある状態で操縦した場合のその本人

について生じた儒害
●闘争行為、 自殺行為また は犯罪行為によっ てその本人

について生じた傷害
●日射、 熱射また は精神的衝動による身体の障害
●自船使用について正当な権利を有する者の承諾を得な

い者によって操縦中にその者に生じた憬害

●担保地域（日本国の陸地から200km以内の水域およ
び内陸 （水域相互間が運続していない場合は、 隣接す
る水域に共通する接椋のうち最短のもので結んだ内
側））から外れているときに生じた事故による陽害

●地震もしくは閉火また はこれらによる津波による
疇 など
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